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法案作成から制度運用まで携わった著者にしか

書けない改正電波法の全て！

本書の特色

■法令から実務上の留意点までを網羅！

■様々な関係者に使える情報が満載！

周波数再編の詳細と実務対応がわかる！
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改正電波法
の実務
終了促進措置による700MHz/900MHz帯の周波数再編

詳解

700MHz/900MHz帯の終了促進措置による周波数再編について、法令から実務上の

留意点まで、総務省で制度整備に直接関与した著者が徹底解説。

通信キャリア、対象システム（RFID、MCA、FPU、 ラジオマイク）ユーザー、ユーザーから

相談を受ける弁護士・税理士・会計士等の専門家、メーカー・販売代理店・SIer・工事

業者等の全ての関係者に、それぞれ必要不可欠な情報を満載。

本分野における唯一の解説書。
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